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令和５年度財政援助団体等監査報告書 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により、令和５年度財政援助

団体等監査を実施したので、同条第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 

 

令和６年２月１９日 

多摩市監査委員  込 山  博 

多摩市監査委員  荒谷 隆見 

 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

 

（１）名  称  公益社団法人多摩市シルバー人材センター 

（２）所管部課  健康福祉部高齢支援課 

（３）所 在 地 多摩市桜ヶ丘四丁目４０番地１ 

（４）補助金の名称 公益社団法人多摩市シルバー人材センター運営費補助金 

（５）補助金額  ３４，２９６，４２５円（令和４年度補助額） 

（６）補助目的 公益社団法人多摩市シルバー人材センターに対し、その運営費の一部を補助す

ることにより、円滑な運営を促進し、もって本市の高齢者の福祉の増進に寄与

する。 

 

３ 監査の範囲 

 

令和４年度の事業のうち財政的援助に係る出納その他の事務執行について（ただし必要に応

じて令和５年度分を含む。） 

 

４ 監査の期間 

 

令和５年１０月１０日から令和６年２月１８日まで 
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５ 監査の着眼点及び評価項目 

 

（１）財政援助団体 

ア 補助事業は、補助金の目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか 

イ 補助金に係る収支の会計経理及び財産の管理は適正に行われているか 

ウ 関係帳票類の整備、記帳は適正に行われているか。また、領収書等の証拠書類の整理、 保

存は適切か     

エ 実績報告書と決算に係る計算書類の金額等は符号しているか 

 

（２）所管部課 

ア 補助金の決定が法令に適合しているか 

イ 補助金の交付目的、対象事業の内容は明確であるか 

ウ 補助金に関する条件の内容は明確かつ適正であるか 

エ 補助金の額の算定、交付方法、時期、手続きが適正であるか 

オ 補助金の効果、条件の履行が実績報告書によりなされているか 

カ 補助金交付団体の指導監督が適切に行われているか 

キ 補助団体の事業計画書、予算書、実績報告書は符号しているか 

ク 補助金が補助対象事業以外に流用されていないか 

 

６ 監査の実施内容 

 

   監査の対象となった財務に関する事務の執行について、公益社団法人多摩市シルバー人材セ

ンター(以下「多摩市シルバー人材センター」という。)、所管部課である健康福祉部高齢支援

課から提出された資料、提示のあった関係書類等に基づいて、証憑突合、質問、その他必要と

認めた監査手続きを実施した。なお、監査にあたっては、多摩市監査基準に関する規程（令和

２年４月１日監査規程第１号）に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の結果及び意見 

 

「公益社団法人多摩市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付 

について、多摩市シルバー人材センターの財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況、同 

団体に対する所管部課の指導状況等の監査を実施した結果、財政的援助に係る出納その他の補助 

金手続き等の事務の執行については、概ね適正に処理されているものと認められた。 

しかしながら、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、意見として下記に述べ

る。 

 

１ 補助金の提出資料について（財政援助団体、所管部課） 

 

平成２８年度の財政援助団体等監査報告書で意見した、補助金交付申請書及び実績報告書の

添付書類における市からの補助金の充当項目等が不明確であったことについて、令和４年度は、
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財源整理簿や充当先である人件費表が添付され、概ね改善されていた。 

なお、財源整理簿に市の補助金額の合計を記載することや、財源整理簿の金額と人件費表の

金額の突合が容易にできるようにすることで、補助対象経費がより一層明確になる。資料の作

成を工夫されたい。 

 

２ 就業を通じた地域貢献の実現について（財政援助団体） 

 

令和４年度は新たに作成した「中期経営計画」の５か年計画のスタートの年として、経営改

革及び諸施策に取り組んだ結果、会員数１,３１６名、事業費総額は、請負で５億９７５万円、

派遣で１億２,２０８万円、就業延人員数は１００,３８９人員となった。全国でもトップクラ

スの規模となり、計画で定めた目標を達成している。入会に伴う様々な工夫、積極的な営業開

拓、会員の就業における丁寧な取組みが着実に成果を上げた結果と考えられる。また、経営基

盤の強化に伴う和田ワークプラザⅡの新設や社会貢献の一環としてフードドライブ活動を新た

に実施した。このような取組みにより、高齢化が一層進行する中で、就業による高齢者の健康

寿命を延ばすことにも寄与しており、事業の実績は評価するところである。 

今後は、他自治体のシルバー人材センターや障害者団体等との連携を進めるとのことであっ

た。相乗効果が生まれるよう積極的な展開を期待したい。引き続き「中期経営計画」に基づき

事業を進め、高齢者の能力を発揮できるような働き方をサポートし、就業を通じた地域貢献の

実現を推進されたい。 

 

第３ 監査団体の概要 

 

  多摩市シルバー人材センターの定款等による団体の目的、事業、組織等は次のとおりである。 

 

１ 目的 

 

多摩市シルバー人材センターは、社会参加の意欲ある健康な高齢者に対し、地域社会と連携

を保ちながら、その希望、知識及び経験に応じた就業並びに社会奉仕等の活動機会を確保し、

生活感の充実及び福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づく

りに寄与することを目的としている。 

 

２ 事業内容（令和４年４月１日現在） 

 

（１）臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のための就業

の機会確保及び提供 

（２）高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施 

（３）社会奉仕活動等を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な

事業  

（４）多摩市シルバー人材センターの目的を達成するための調査研究、相談及び事業の企画運営 

（５）その他多摩市シルバー人材センターの目的を達成するために必要な事業 
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３ 設立 

 

  昭和５５年 ３月  多摩市高齢者事業団として発足             

  昭和５５年１２月  社団法人シルバー人材センター多摩市高齢者事業団として認可     

  平成２３年 ４月  公益社団法人多摩市シルバー人材センターに移行   

 

４ 組織 (令和５年３月３１日現在) 

 

（１）会員数 

   １，３１６名 

 

（２）役員等 

理事長１名、専務理事１名、常務理事１名、理事４名、監事２名 

 

（３）職員数 

   １６名（常勤職員１２名、非常勤職員４名） 

 

（４）事務局の体制 

      

【代表理事】

　　理事長

　　専務理事 営業開発チーム

専門就業係

総務係

人事・経理係

ＩＣＴ企画係

常務理事兼事務局長

副局長

一般就業係

派遣係

業務支援係

営

業

部

管

理

部
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（５）委員会等 

 ・理事会 

・理事連絡会 

・就業者選考委員会 

・安全適正委員会 

・安全衛生委員会 

・就業審査会 

・植栽委員会 

・配分金検討委員会 

・懲戒等審査委員会 

 

５ 収支状況（令和４年度収支決算 正味財産増減計算書より） 

 

（１）経常収益                     ５９２，１７４，８１２円 

   ア 受取会費                            ０円 ※ 

   イ 事業収益                  ５２３，７８２，９８５円 

   ウ 受取補助金等                 ６８，２２５，４２５円 

    エ  雑収益                        １６６，４０２円 

 

（２）経常費用                     ５８６，２８９，２９０円 

    ア  事業費                   ５６４，８４９，１７９円 

    イ  管理費                    ２１，４４０，１１１円 

 

   ※コロナ禍の影響もあり、令和２年度から令和４年度まで会費を徴収していない。 

 

６ 市との関係 

 

（１）市は、「公益社団法人多摩市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」に基づき、多

摩市シルバー人材センターに補助金を交付している。補助事業は、公益目的事業、重点推進

事業、その他市長が必要と認める事業である。 

令和４年度補助金交付額                ３４，２９６，４２５円 

 

（２）市は、多摩市シルバー人材センターに事業を業務委託し、委託料を支出している。主な業

務委託は、次のとおりである。 

    

 ア 学校開放管理業務委託（所管課：教育振興課） 

      令和４年度支出額                  ５８，８８１，１３８円 

   イ たま広報全戸配布業務委託（所管課：健康推進課） 

      令和４年度支出額                  ２５，９０２，１１４円 
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  ウ 清掃等管理業務委託（所管課：健康推進課） 

      令和４年度支出額                  ２４，４６９，１２３円 

   エ 自転車等対策業務委託（所管課：交通対策担当） 

      令和４年度支出額                  ２０，０２４，９９７円 

 

（３）市は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第２条第１項により、多摩市シルバー

人材センターの事務所等として市有地２，４４３．０２㎡及び建物２０７．１１㎡を、令和

５年２月１日から２０年間の無償貸付をしている。 

・事務所 多摩市桜ヶ丘四丁目４０番地１ （市有地及び建物） 

・作業用施設（和田ワークプラザⅡ） 多摩市和田４４０番１外 （市有地） 

 

第４ 監査団体に係る補助金事務手続きの状況 

 

１ 事業の実施について（令和４年度補助金交付申請等の事務手続） 

 

交付申請日 

交付決定日 

交 付 日 

  〃 

  〃 

  〃 

実績報告日 

補助金額確定日 

補助金返還日 

令和 ４年 ４月２８日 

令和 ４年 ５月１１日 

令和 ４年 ６月２９日 

令和 ４年 ７月２８日 

令和 ４年１０月２８日 

令和 ５年 １月３０日 

令和 ５年 ３月３１日 

令和 ５年 ３月３１日 

令和 ５年 ５月１２日 

（交付申請額 

（交付決定額 

（第１四半期分 

（第２四半期分 

（第３四半期分 

（第４四半期分 

（実績報告額 

（補助金確定額 

（返 還 額 

３４，７７８，０００円） 

３４，７７８，０００円） 

１７，３８９，０００円） 

１０，４３３，４００円） 

 ４，５２１，１４０円） 

 ２，４３４，４６０円） 

３４，２９６，４２５円） 

３４，２９６，４２５円） 

   ４８１，５７５円） 

 

２ 補助金の実績 

 

  令和４年度補助金の交付状況は、以下のとおりであった。 

                                     （単位：円） 

 

交付決定額 交付確定額 差額 返還額

公益目的事業 20,778,000 20,778,000 0 0

重点推進事業 5,000,000 5,000,000 0 0

その他市長が必要と認める事業 9,000,000 8,518,425 481,575 481,575

34,778,000 34,296,425 481,575 481,575 合　計

内
訳

補　助　事　業

 

 

 

 

 



 


